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療養型病床群の整備目標について

昭和６０年、医療資源の地域的偏在の是正のた
め、第１次医療法の改正が行われた。その主たる
改正内容は都道府県医療計画の制度化であり、そ
れにより、各２次医療圏ごとに必要病床数を算定
することになった。
平成４年、適切な医療を効率的に提供するため

の医療施設機能の体系化として第２次医療法の改
正が行われた。その主たる改正内容は「特定機能
病院」及び「療養型病床群」（病院）の制度化であ
る。「療養型病床群」とは、病院の病床のうち一群
のものであって、主として長期にわたり療養を必
要とする患者を収容するためのものとされた。
平成９年、第３次医療法が改正され、平成１０年

４月１日から施行された。その主旨は、要介護者
の増大に対応し、地域に必要な医療を確保するな
ど国民に良質かつ適切な医療を効率的に提供する
体制の整備を図るため、療養型病床群制度の診療
所への拡大、地域医療支援病院の創設及び医療計
画制度の充実を行うものとされた。これにより、
有床診療所においても、医療法上、療養型病床群
の設置が可能となった。
そして診療所に療養型病床群を設けようとする

等のときは、都道府県知事の許可を受けるものと
された。
北海道においては、昭和６３年「北海道地域保健

医療計画」が作成された。その後５年目に若干の
見直しがなされ、平成１０年４月１日、「北海道保健
医療福祉計画」が施行された。必要的記載事項の
「必要病床数」の算定をはじめ、大幅な見直しが
なされた。
医療計画の中に、この度の第３次医療法の改正

により、必要病床数に関する事項のほかに、療養

型病床群の整備の目標に関する事項も規定される
こととなった。
道においては、これを受けて本年７月末を目途

に、平成１２年度当初を目標とする要介護者のため
の療養型病床群の整備目標を定めることとしてい
る。その間、病院に対して療養型病床群に関する
調査などを行い、更に地域の意見を聴取しながら
整備目標案を作成し、北海道医療審議会の議を経
て整備目標を確定し、告示することになっている。
国の医療審議会において療養型病床群の整備の

目標が了承されている。
整備の考え方として、平成１２年度から導入され

る介護保険制度において、要介護者の受け皿のひ
とつとして、要介護者のための療養型病床群とし
て位置づけられている。そのために整備の促進が
必要であり、それにあたっては介護力強化病院か
らの転換によることが基本とされている。
整備目標の留意事項として、必要病床数につい

ては、急性期病床と慢性期病床（療養型病床群）
に区分して必要病床数を算定する必要性を各方面
から指摘され、現在その検討を行っている。その
区分が明確化された時点で必要な見直しを行う。
整備の目標に関する標準の考え方として、これ

は当分の間のものとし、療養型病床群全体のうち、
要介護者のための療養型病床群について定めるも
のとしている。全国ベースで１９万床を目安とする。
整備目標は、当分の間、高齢者人口に一定率を乗
じ、病床利用率で除して得た病床数であり、地域
の要介護者数、有病率、在宅介護の状況及び老人
保健施設、特別養護老人ホームなどの関係施設の
整備状況等を勘案することとされている。この場
合の指数として、高齢者人口は平成１２年の６５歳以
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上推計人口とし、一定率の目安は全国ベースで
は、０．８％程度である。
なお介護保険法第７条第３項において介護保険

の適用となる「要介護者とは次のいずれかに該当
する者をいう」と定義されている。
�要介護状態にある６５歳以上の者
�要介護状態にある４０歳以上６５歳未満の者であ
って、その要介護状態の原因である身体上又
は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の
変化に起因する疾病であって、政令で定めた
もの（特定疾病）によって生じた者であるも
のと定義されている。

平成１０年５月１３日付で「医療計画における療養
型病床群の取扱いに関する留意事項」が健政局指
導課長補佐から、各都道府県担当課長あてに送付
されている。
前記と重複しない点についてのみ、その概略を

記す。
１．療養型病床群に係る病床の整備の目標につ

いて

医療計画において、平成１２年度当初のものとし
て整備目標を定める。平成１２年度以降の必要入所
定員総数は介護保険法により、都道府県介護保険
事業支援計画において定められることとなる。
又、整備目標は、介護基盤整備のために重要な目
標であるとともに、病床過剰地域においては、診
療所の療養型病床群の特定病床に係る特例措置の
基本的条件を設定するものであることに鑑み、特
に都道府県医療審議会の意見を聴く場合は、十分
な審議を経ること。
なお、整備目標は、介護保険制度実施に向けて

の要介護者の実態調査を踏まえ、必要に応じて見
直すこととされている。
２．病床過剰地域における診療所の療養型病床

群の特定病床に係る特例について

療養型病床群を診療所に設置できることとな

り、医療計画上既存の病床数に数えられることと
された。したがって病床過剰地域において、許可
申請等がされた場合、原則、都道府県知事の勧告
の対象とされる。
一方、要介護者の療養施設として重要であるこ

とに鑑み、病床過剰地域においても、必要に応じ
設置できるよう特定病床に係る特例が設けられ
た。次に揚げる用件を満たす場合、特例措置とし
て認められる。
� 特例の対象となる病床は、平成１０年３月３１

日に現存する診療所の病床を転換して設け
る療養型病床群に係る病床であること。

� その構造設備基準が本則基準に適合するも
の（完全型）であるか、廊下幅については
経過措置の基準によるもの（転換型）であ
っても差し支えない。

� この病床数は、療養型病床群の整備目標か
ら、既存の療養型病床群に係る病床数及
び、介護力強化病床を転換して設けられる
病床数の見込数を減じて得た数（基準数）
を基準として、都道府県医療審議会の議を
経て算定した数（算定数）を超えない場合
に限ることとされている。

なお、この特例は概ね２年後（平成１２年度）に
は見直しを行う。
以上、医療計画における療養型病床群の整備目

標及び病床過剰地域における特例についての国の
考え方の概略を報告した。
人口構造の高齢化、慢性疾患中心の疾病構造の

変化、医療への要望の高まり等、要介護者の増大
に対応するための提供体制の整備は、極めて重要
な課題である。これらに適切なサービスを提供す
ることが必要である。
そのために、地域の状況等十分に考慮しなが

ら、療養型病床群の整備を進めていくことが肝要
となろう。
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